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13-1 ８.５.11 高等学校におけ

る「平和教育」

及び「校外学

習」の政治的中

立性と安全確保

を求める陳情 

富山市 

個人  

 

【陳情理由】 

高等学校における平和教育及び修学旅

行・校外学習は、生徒が命の尊さ、戦争

の悲惨さ、わが国と地域社会が歩んでき

た歴史、国際社会の平和の大切さを学ぶ

重要な教育活動です。高校生は、社会や

政治、国際関係について自ら考え、主権

者として判断力を養う重要な時期にあり

ます。 

平和教育の学習内容が特定の見解に偏

った場合、生徒の歴史認識、社会認識、

主権者としての判断形成に影響を与える

おそれがあります。いわゆる「偏向教育」

との疑念を招くことのないよう、特に平

和教育においては結論ありきの指導を避

け、事実を基にした政治的中立性と、生

徒が多面的・多角的に考え、主体的に判

断できる学びを確保することが重要で

す。 

教育基本法第14条は、政治的教養を尊

重する一方で、学校が特定の政党を支持

し、又は反対するための政治教育その他

政治的活動を行うことを禁じています。 

本陳情を通し、高等学校における平和

教育の政治的中立性や修学旅行・校外学

習の安全管理について点検を求める背景

には、令和８年３月16日、沖縄県名護市

辺野古沖において、修学旅行中の高校生

らが乗船した船舶が転覆し、生徒１名と

船長１名が死亡し、14名が負傷した痛ま

しい事故があります。 

亡くなられた武石知華さんの御遺族

は、事故当日の経過についてインターネ

ット上で公表されています。そこでは、

学校から家族への事故に関する最初の報

告が死亡確認後であったこと、父親が電

話越しに娘の死を知り、「心の叫びが声

にならない」と記されています。保護者

にとって、修学旅行や校外学習は、学校

を信頼して大切な子供を預ける教育活動

であり、その信頼に応えるためにも、十
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分な安全確認と説明責任が求められま

す。 

さらに御遺族は、沖縄や辺野古は、平

和、戦争、命、歴史、基地、国防、日米関

係、地政学などを考えることができる場

所である一方、偏った情報を一方的に与

えるのであれば、それは平和教育とはい

えない趣旨の思いも綴られています。こ

れは、生徒が多様な情報に触れ、多面的

に考える教育であってほしいという保護

者の願いと受け止めるべきです。 

文部科学省は、令和８年４月７日付で

「学校における校外活動の安全確保の徹

底等について（通知）」を発出し、校外

活動の安全性や実施内容の確認、児童生

徒・保護者への十分な説明、学校主体の

安全確保、船舶利用時の許認可事業者の

選定等を求めています。また、大阪府教

育庁は、府立学校及び大阪府知事認可の

私立学校を対象に、過去３年間の国内修

学旅行、宿泊研修について、安全性、実

施内容、事故で船舶を運航していた市民

団体との関わり、教育活動における中立

性等の調査を実施しました。 

なお、辺野古移設反対を呼びかける「辺

野古基金」の賛同団体として、名称上確

認できる教職員組合系団体が各都道府県

あわせて300団体以上確認できます。教育

現場に関係する団体が特定の政治的運動

に賛同している事実は、平和学習や校外

学習における政治的中立性への配慮を改

めて確認する必要性を示すものです。 

以上、貴自治体において、高等学校に

おける平和教育及び修学旅行・校外学習

の政治的中立性、適正性、安全性を確保

するため、下記のとおり陳情いたします。 

【陳情項目】 

①高等学校における平和教育の政治的中

立性に関する基本方針を確認するこ

と。 

  教育基本法第14条の趣旨に沿い、教

師の指導内容、使用教材、外部講師・

語り部・市民団体等の招へい又は関与
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が、特定の政党・政治団体・政治活動

の立場に偏ることのないよう確認する

こと。また、事実を基に諸資料や多様

な情報を活用しながら、生徒が多面的・

多角的に考え、主体的かつ公正に判断

できる平和教育となるよう、教育委員

会としての方針及び学校への指導上の

留意事項を改めて確認すること。 

②保護者への説明責任と修学旅行・校外

学習の安全管理を徹底すること。 

  修学旅行・校外学習の目的、訪問先、

活動内容、移動手段、外部関係者の関

与、安全管理体制について、保護者に

事前に十分説明すること。あわせて、

文部科学省通知の趣旨を踏まえ、行程

及び活動内容に応じた危険性の事前把

握、事業者の安全管理体制の確認、緊

急時対応及び引率体制の徹底を図るこ

と。 

③過去の修学旅行・平和学習等の記録を

確認すること。 

  教育委員会又は学校に保存されてい

る過去３年間の計画書、実施要項、実

施報告等をもとに、主に修学旅行・校

外学習の内容を確認すること。その際、

辺野古周辺の現地視察、抗議活動現場

の訪問、座り込み、船舶利用、関連団

体等の関与などが含まれていなかった

かを確認すること。あわせて、保護者

の視点から見て、政治的中立性又は安

全管理上の懸念が残る行程・教育活動

がなかったかを確認すること。 

④③に基づき懸念が残る事例について

は、必要な実態把握を行うこと。 

  ③により、該当又はその疑いのある

事例が確認された場合は、学校及び関

係者への聞き取りを行うこと。その際、

活動内容、生徒に対する特定の政治的

活動への参加・賛同の働きかけ、安全

管理、保護者説明、政治的中立性への

配慮等について、実態を把握すること。

また、その結果を今後の指導及び改善

に生かすこと。 
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15 

 

８.５.20 TOYAMA goenの

利用条件改善に

関する陳情 

射水市朴木２７

２―２ 

尾山 栄賀 

陳情の内容（趣旨） 

 富山県が実施している婚活支援事業（T

OYMA goen）につきまして、現行制度では

（企業が導入している場合に限り利用可

能）とされており、県民の利用機会に大

きな偏りが生じている状況にあります。

つきましては、県民サービスとしての公

平性および実効性の観点から、下記（陳

情項目）の事項につき改善をご検討くだ

さいますよう、要望いたします。 

陳情の内容（陳情事項（項目）） 

１．企業導入の有無に左右されない（個

人利用プラン）の創設 

２．中小企業等が導入しやすくなるよう、

導入費用への補助制度の検討 

３．既存の婚活支援施策（マリッジサポ

ートセンター等）との連携強化 

４．県民全体が利用できる婚活支援制度

の拡充 
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16-1 

 

８.６.11 学校園における

感染対策の再構

築と子どもの将

来・地域社会を

守る対策に関す

る陳情 

富山市 

個人 

陳情の内容（趣旨） 

 現在、学校園における新型コロナウイ

ルス感染症対策については、「文部科学

省の通知に沿って適切に対応している」

との説明が繰り返されています。しかし、

文部科学省通知は法令ではなく行政通知

であり、地方自治体が地域の実情や科学

的知見を踏まえて独自の対策を講じるこ

とを妨げるものではありません。また、

本陳情は新たな変異株の出現を前提とし

ているものではありません。令和5年以

降、感染症法上の位置付け変更や対策緩

和が行われましたが、その後も新型コロ

ナウイルス感染症による死亡や罹患後症

状（Long COVID）は継続して発生してい

ます。令和7年（2025年）の人口動態統計

では、新型コロナウイルス感染症による

死亡者数は年間1万人を超え、インフルエ

ンザによる死亡者数を大きく上回りまし

た。一方で、罹患後症状については十分

な統計すら整備されておらず、その実態

は依然として把握されていません。 

 学校園は、多数の児童生徒と教職員が

長時間同じ空間で活動する場であり、エ

アロゾル感染が生じやすい環境です。学

校園で発生した感染は、子どもから家庭

へ、家庭から職場や地域社会へ広がり、

さらに別の家庭を経て再び学校園へ持ち

込まれるという感染ループを形成しま

す。学校園は単なる教育施設ではなく、

地域全体の感染状況に影響を与える重要

な接点となっています。 

また、学校園での感染は児童生徒だけ

の問題ではありません。教職員の感染は

休職や人員不足を招き、教育機能の維持

を困難にします。子どもが感染すれば保

護者は看病や待機のため就業を制限さ

れ、さらに家庭内感染が発生すれば世帯

収入の減少や医療費負担の増加につなが

ります。感染拡大は教育・福祉・医療・

地域経済のすべてに影響を及ぼします。 

 さらに、罹患後症状では持続的倦怠感、

睡眠障害、集中困難、記憶障害、抑うつ
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症状などが報告されており、子どもの学

習や発達、将来の社会参加に影響する可

能性があります。子どもの長期欠席や不

登校、学力低下、精神的問題を議論する

際には、新型コロナ感染や罹患後症状と

の関連可能性も含めて検証する必要があ

ります。 

しかし現在の学校対策は、出席停止や

学級閉鎖など感染拡大後の対応が中心で

あり、感染そのものを未然に防ぐ対策や、

後遺症を含めた長期的影響の把握は十分

とは言えません。また、学校園における

感染実態や後遺症の実態について体系的

な調査も行われていません。 

以上のことから、「国通知に沿ってい

る」という形式的説明の反復ではなく、

学校園における感染実態、後遺症、家庭

負担、教育への影響を科学的に検証し、

自治体として主体的な感染対策を再構築

することを求めます。 

陳情の内容（陳情事項（項目）） 

１.-1 文部科学省の「マスク着用を求め

ないことを基本とする」方針について、

自治体として科学的根拠に基づく再評

価を行い、その撤回または見直しを国

へ要望すること。 

２.-1 「希望者への配慮」にとどまらず、

児童生徒・教職員が安心してマスクを

着用できる環境を確保するとともに、

「外させる」「着用を控えるよう圧力

をかける」などの不適切な指導がない

か実態を調査し、必要な是正措置を講

じること。 

３.-1 国の衛生管理マニュアルの有無に

かかわらず、自治体独自の補完的ガイ

ドラインを策定し、感染状況に応じた

マスク推奨、換気、空気清浄機活用等

について具体的に示すこと。 

４.-1 全ての教室等に二酸化炭素濃度測

定器を整備し、換気状況を継続的に把

握できる体制を構築すること。また、

測定結果を学校運営や感染対策に活用
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すること。 

６.-1 学級閉鎖等の事後対応だけでな

く、欠席率、地域流行状況、校内感染

状況、換気状況等を踏まえた段階的対

策を導入し、感染拡大を未然に抑制す

る仕組みを構築すること。 

７.-1 学校園における感染歴、長期欠席、

罹患後症状、保護者負担等の実態につ

いて継続的な調査を行い、政策立案の

基礎資料として活用すること。 

８.-1 児童生徒及び保護者に対し、感染

後の健康影響や相談先、支援制度等に

ついて情報提供を強化し、早期支援に

つなげる体制を整備すること。 

９.-1 上記各事項について、「国通知に

沿っている」「国マニュアルが存在す

る」ことのみを理由として検討を終了

するのではなく、地域の実情及び科学

的知見に基づき独自に検証し、その結

果を公表すること。 

※項目１～４、６、８、９は、教育警務委員会に、項目７、９は厚生環境委員会にも分割付

託しており枝番を付している。 

※項目５は、厚生環境委員会に分割付託している。 
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19-1 

 

８.６.15 杜撰73号  

県職員は被告訴

人容疑で捜査対

象 

富山市八尾町黒

田544-2 

松永 定夫 

１. 陳情の趣旨 

県庁主要部局の職員に係る情報公開制

度の逸脱は、制度の形骸化から行政一体

の隠ぺいに至り、その結果、富山地方検

察庁、富山県警察捜査２課の捜査に及ぶ。

県職員らは不適切問題を繰り返し、これ

を放置している。不適切な行政運営を隠

蔽、県民の知る権利を阻害する事はもち

ろんであるが、県民から行政への信頼を

取り戻す事が急務な事案でも有る。県文

書法務課、県広報課、県教育委員会企画

課、県警察相談課（告訴状受付待ち）な

ど、情報公開制度に係る制度を逸脱した

不適切事務行為は看過できず、捜査機関

から計４件の内３件受理は、深刻。 

 

２. 県主要関係部局へ捜査機関の介入経

緯 

（１）富山県庁、県警察捜査２課へ告訴

状提出 

県経営管理部法務文書課所管の情報

公開係りは、総合窓口として、県の全て

の公文書開示請求窓口になっている

所、昨年度当初の開示請求分の公安委

員会及び県警察本部長宛て分請求文書

を置き忘れ、これを請求者への開示決

定通知が出来ないから県警情報公開窓

口は受け取らない紛争から公文書開示

請求者は、改めて再請求に至り、県警察

へ告訴状提出に至り、本年３月17日富

山県警捜査２課は富山県検察庁へ送致

（送検）した旨連絡を得る。 

同様に開示決定日の15日間を逸脱し

た県広報課（県民の声係）に対して、富

山地方検察庁は昨年12月４日告訴状を

受理。 

引き続いて、県教委企画課の非開示

決定処分は、秘書氏名について「請求に

係る公文書を作成していないため」と

の処分から虚偽公文書作成容疑で、富
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山地方検察庁は本年１月21日付けで告

訴状受理に至る。 

（２）富山県は、職員の不祥事を繰り返

した反省、謝罪もなく、本件内容につ

いて、某ブログ掲載者に対して、県弁

護士を通じて被告訴人氏名について、

カスタマーハラスメントに該当すると

の理由から、削除警告を伝える。 

 

３.陳情の要旨 

（１）富山県は、度重なる県情報公開制

度から逸脱した経緯について、説明を

行い、再発防止策、情報公開請求者へ

の謝罪表明、当該関係者についての再

教育、処分など適切な対処説明を頂き

たい。なお、捜査機関による起訴、不

起訴決定については、職員に係る重過

失や悪意の有無から判断される事であ

るから開示請求者の損害について過小

評価の懸念が有るため国賠訴訟に発展

する余地が有ります。よって、県民と

の信頼度低下は避けられない事と成り

ます。 

※項目（２）は議会運営委員会に分割付託している。 
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20 

 

８.６.16 県職員給与に関

わる条例の改正

を求める陳情 

富山市 

個人 

陳情の趣旨 

2024年9月27日の経営企画委員会にお

いて審議された陳情第14号に関連し、下

記の通り陳情いたします。 

 

陳情の理由 

 陳情第14号の審議において、県職員の

命令により非正規職員が早朝除雪作業を

行ったにもかかわらず、時間外手当が意

図的に支給されず、公金の節約が図られ

ていることが問題となりました。その説

明では、あたかも振替休日を付与するこ

とで時間外手当の代替とするかのような

内容であり、また労働基準監督署も「特

に問題はない」と判断したかのような説

明がなされていました。 

 しかしながら、以下の点を明確にする

必要があります。 

1．早朝業務の実施は県職員課の命令によ

 るものであり、非正規職員が自発的に

 行ったものではない。 

2.時間外手当または振替休日のいずれ 

 も、実際には一切支給・付与されてい

 ない。 

3.労働基準監督署が「特に問題はない」

 と判断した根拠は、時間外手当や振替

 休日を付与したからではなく、労働基

 準法第41条（労働時間等に関する規定

 の適用除外）に定める農業従事者は深

 夜残業を除き時間外割増賃金の支給義

 務が生じないという条項に該するため

 適正と判断したものにすぎない。 

すなわち、県職員についても労働基準

法第41条が適用される業種・職種におい

ては、深夜残業手当を除く時間外労働に

対する割増賃金の支給義務は、非正規職

員と同様に法律上存在しません。現在、

県職員に対して当該手当が支給されてい

るのは、支給義務のない手当を支払うよ

う定めた県の条例・規則によるものに過

ぎません。 
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 人事課所管外でありますが参考とし

て、長年問題とされている教諭への残業

手当支給についても同様の構造がありま

す。公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法第3条第2項

において「教育職員については、時間外

勤務手当及び休日勤務手当は、支給しな

い。」と定められているため、残業手当

が支給されず、僅かな調整額の支給にと

どまっています。教諭に残業手当を支給

する条例を制定し支給しても違法にはな

りませんが、制定されていないため支給

されない状況です。 

 人事課が適正と判断したように、非正

規職員については労働基準法上支払義務

のない深夜残業以外の残業手当を支給し

ない取り扱いとされている以上、正規職

員（県職員）についても同様の取り扱い

とすることが、労働者に対する公正かつ

公平な対応であると考えます。 

 

陳情の内容 

県職員のうち労働基準法第41条が適用

される業種・職種の職員については、非

正規職員に対して行われたと同様に同条

を適用し、現行の県職員給与支給に係る

条例を改正して、当該職員への深夜残業

手当を除く時間外・休日手当の支給を廃

止することを強く求めます。 

なお、2024年9月27日の経営企画委員会

における陳情第14号の協議において、議

員から当該問題に対する質疑がなかった

事実を踏まえると、議員各位も非正規職

員と同様に労働基準法の規定に従い特定

の県職員への残業手当を廃止する条例改

正について前向きにご検討いただけるも

のと考えます。 
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８.６.16 会計年度任用職

員の予算申請に

おける業務内

容・業務量の把

握根拠及び適正

な公金使用の説

明を求める陳情 

富山市 

個人 

【陳情の趣旨】 

1.人事課の説明について 

2025年3月21日に開催された経営企画

委員会における陳情第４号の１の審議に

おいて、人事課は次のとおり説明しまし

た。 

「センターから必要となる人員数や業務

内容、業務量を把握した上で、センター

に予算を配当しているものです。」 

 この発言は、農林水産部から提出され

た予算申請資料に基づき、人事課が業務

内容および業務量を適切と判断した上で

予算使用を認めたことを公式に表明した

ものであります。 

 しかしながら、当該予算申請資料を情

報公開請求により取得したところ、開示

された資料には業務内容が抽象的に記載

されているのみであり、具体的な作業内

容・業務量の根拠・前年度の業務実績（業

務日誌・作業時間集計等）は一切含まれ

ていませんでした。農林水産部に確認し

たところ、「この資料のみで予算が認め

られた」との回答を得ており、現場の作

業内容や正規職員だけでは補えない作業

の具体性が示されないまま予算が承認さ

れていることになります。 

 

2.農林水産企画課の説明について 

同日開催の県土整備農林水産委員会に

おける陳情第４号の２の審議において、

農林水産企画課は次のとおり説明しまし

た。 

「年度当初に業務内容を考慮した上で任

期の定めのない職員のみでは不足する部

分を勘案し、必要な会計年度任用職員を

用しております。」 

 この説明は、「不足する部分」を勘案

して任用しているというものであり、正

規職員では補えない業務内容と業務量に

ついて、客観的に把握・算定できる状況

にあることを示しています。すなわち、
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その根拠となる資料が存在するにもかか

わらず、情報公開により開示されていな

い可能性があります。 

 

3. 問題の所在 

 以上を踏まえると、下記のいずれかの

問題が存在すると考えられます。 

1．業務内容・業務量の客観的根拠を欠く

 資料のみで予算承認が行われた場合、

 適正な予算査定が形骸化しているおそ

 れがあること。 

2．判断に必要な資料（業務日誌・作業時

間集計・前年度実績等）が別途存在す

るにもかかわらず、県に不利益が生じ

るとの判断等により意図的に非開示と

された場合、情報公開の適正性に重大

な疑義が生じること。 

 

【陳情事項】 

人事課が経営企画委員会において「業

務内容、業務量を把握した上で予算を配

当している」と明言した以上、その具体

的な根拠を県民に対してわかりやすく説

明することは行政の基本的責務でありま

す。ついては、下記の事項について誠実

な対応を求めます。 

1. 情報公開により「開示された資料の

み」をもって、「人員数や業務内容、業

務量を把握」し、公金使用として適切

と判断した根拠および具体的な判断過

程を、県民にわかりやすく説明するこ

と。 

2．業務量の客観的根拠なく予算を承認す

ることが適正な公金支出の管理といえ

るのか、県としての公式な見解を示す

こと。 

3．今後の会計年度任用職員に係る予算申

請に当たっては、業務内容、業務量、

前年度実績及び外部委託できない理由

を具体的に示した資料の添付を義務付

けるなど、公金支出の透明性を高める
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ための制度的措置を講じること。 

 

委員会での説明内容と開示された資料

の内容の間には明らかな乖離があり、県

民の税金が原資となっている公金が適正

に使われているかどうか判断できない状

況にあります。富山県が県民の信頼に応

えるためにも、本陳情の趣旨をご理解の

上、誠実なご対応を賜りますよう切にお

願い申し上げます。 
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８.６.16 富山県庁舎にお

ける執務スペー

スの適正利用及

び公金の無駄遣

い是正を求める

陳情 

富山市 

個人 

【陳情の趣旨】 

はじめに、公有財産の取り扱いについ

て法律を整理します。 

 地方自治法第238条の４にて貸出制限

がかかっています。この条項は「行政財

産は、次に掲げる場合には、その用途又

は目的を妨げない限度において、貸し付

け、又は私権を設定することができる。」

と定められています。ここで大事なのは

「その用途又は目的を妨げない限度にお

いて」、つまり県庁舎が必要な目的を妨

げない範囲と定められているという点で

す。 

 次に、県庁舎は国の法律改変などに伴

い新しい業務が増える一方で業務がスリ

ム化する傾向は全く見えないことから、

執務を行うためのスペースが必要である

ことは、県が合理的な判断を久いている

のではなく、国の法律を遵守するために

必要とするものであり、やむを得ないこ

とと考えます。 

 個人的には、人事課などは劣悪な環境

で働いていると思います。狭い部屋で椅

子も引けないような状況で、人も通れな

いようなスペースで働いています。記者

クラブへ貸し出している部屋を明け渡す

だけでも、人事課の労働環境は目まぐる

しく改善すると想像できます。 

 しかし、富山県知事はこのような状況

でも問題はないから第三者への貸出は問

題がないと考えていることは明確です。

例えば「場所が離れるから使えない」と

いうのであれば、県が行っているリモー

トワークは成果の出ない勤務であること

になります。 

 昨今、国の法律改変により執務スペー

ス不足・庁舎建替え財源不足などを理由

に、記者クラブへ貸し出していたスペー

スを廃止にし、会見場の開室時間を早め

るなど協力を求めている自治体は増えて

います。 

 しかし、県庁内には数多くのスペース

貸出が行われています。銀行、郵便局、
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食堂、記者クラブ、県労働組合など、か

なりのスペースを貸し出しています。前

述の地方自治法では「その用途又は目的

を妨げない限度において」であるから、

貸出が適切であると県知事が決定してい

るものです。 

にもかかわらず、「庁舎スペースが足

りない。狭い」と県職員から発言される

ことに大変疑問を感じます。 

 県知事が執務に影響がないと判断して

いるから第三者へ多くの庁舎スペースを

貸し出しているにもかかわらず、県職員

から「庁舎スペースが足りない。狭い。」

として、働き方改革でフリースペース実

験が必要だと公金を使用していることに

大変疑問です。 

 また、富山県人事委員会は以前庁舎内

に設置されていたにもかかわらず、現在

は賃料を支払い執務室を借りている状況

です。 

 現在の富山県防災危機管理センターが

ある場所にはかつて農林水産部がありま

したが、現在もなお賃料を支払い庁舎外

に執務室を借りている状況が続いていま

す。 

 銀行、郵便局、食堂、記者クラブ、県

労働組合などが庁舎内にあれば便利では

あると思いますが、県庁の第一優先は執

務を行うためのものであり、便利さを求

める場所ではありません。使用しないス

ペースを活用するという意味で利便性を

求める分には問題はないと考えます。 

 

【陳情事項】 

1．第一に執務を行うことを最優先に考え

 ること。第三者への貸出が執務に支障

 をきたしていると判断される場合は、

 速やかに当該貸出を見直し、執務スペ

 ースの確保を優先すること。 

2．第三者への貸出が抑制されなければ執

務に影響がないため貸出が続けられて

いると判断されるべきであり、働き方

改革の一環であるフリースペースの実

験は必要ないものとして直ちに中止
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し、執務スペースについては一切の問

題はないと考え、無駄な公金使用を直

ちにやめること。なお、執務に影響の

出ない範囲でリモートワークや労働時

間の自由度を上げていく改革はさらに

積極的に進めること。 

3.法に従い富山県知事が決定したことに

反して県職員の要望のために公金を垂

れ流すことは直ちに止めること。 

4.第三者へ貸し出している執務スペース

の貸出をやめ、富山県人事委員会を県

庁舎内に戻し、公金の無駄遣いを直ち

に止めること。 

5.農林水産部を元いた場所である富山県

防災危機管理センターに戻し、無駄な

公金支出を直ちに止めること。農林水

産部を戻せない場合は、県職員の駐車

場として使用している県有地を活用

し、将来の人口減少と共に行政サービ

スが減少することで必要とされる執務

スペースの減少を踏まえ固定費がかさ

む自社ビルではなくPPP・PFI事業にて

新社屋を建設するなど、県有財産を活

用する事業を行うこと。 
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８.６.18 県内どこに住ん

でいても、学習

の機会が保障さ

れるよう、来年

度の県立高校募

集定員を減らさ

ないことを求め

る陳情 

富山市千歳町 

１－２－３ 

富山県高等学校

教職員組合 

執行委員長 

中山 洋一 

(陳情の趣旨) 

県政発展のためにご尽力いただいてい

ることに敬意を表します。 

県教委は158学級中48学級(30.4%)にま

で拡充してきた少人数学級を今年度、 一

気に縮小し、31学級減のわずか17学級 (1

0.8%)に後退させました。これによって8

校で、上級生が30人学級や35人学級であ

るのに、1年生が40人学級に逆戻りしてい

ます。これはゆきとどいた教育を願う生

徒・保護者・教職員の声に背を向けるも

のです。これまで行ってきた少人数学級

の検証と評価を全く行うことなく、財政

論を理由に、 わずか2年で少人数学級拡

充の基本路線を投げ捨てたことに強く抗

議します。 

また、県教委は今年度入学生から、学

級編制方針を大きく変更しました。「地

域別の中学卒業予定者数の動向」と「こ

れまでの学級増減の経緯などを踏まえ

る」という方針が削除され、「各学校の

志願者数の推移」のみを唯一の編制基準

に格上げしました。全体の募集率をあら

かじめ設定することをやめ、普通科割合

の目安 (約66%)を示すこともやめまし

た。「(学級減ではなく) 定員減での対応」

は2年で、「年度によって中学校卒業予定

者数が増える学区があっても募集定員は

増やさない」という方針はわずか1年でな

くなりました。 

この結果、募集率は70.8%から73.1%に

上昇したものの学区間の不均衡は解消さ

れず、普通科割合も63.7%に低下した上に

学区間の格差がいっそう広がっていま

す。 住んでいる場所で学びの選択肢に大

きな不均衡が生じています。この不均衡

を解消するためには、段階的な少人数学

級の拡充しか道はありません。1年ごとに

編制方針が変わる県教委の場当たり的な

対応に生徒も学校も翻弄されています。

通学の手段である公共交通機関の維持が

困難な状況となっており、高校再編全体
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の議論も含め、地域バランスを考慮した

学科の配置が求められています。更に、

現在、反映されていない中学校3年生の進

路希望も募集定員に反映するべきです。

 県内どこに住んでいても、学習の機会

が保障されるよう、下記の事項を陳情し

ます。 

  

(陳情の項目) 

9 公私比率が廃止されたもと、私立高校

の募集定員の設定と実際の運用が適正

なものとなっているか、県が責任をも

って検証し、適切に対応すること。入

学者数が収容定員を大幅に上回る実態

に対して是正を指導すること。 

10 公私立高等学校連絡会議の不透明な

運営は県民に説明のつかないものであ

るから、必ず公開とすること。 

※項目１～８は、教育警務委員会に分割付託している。 
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13-2 ８.５.11 高等学校におけ

る「平和教育」

及び「校外学

習」の政治的中

立性と安全確保

を求める陳情 

富山市 

個人  

 

【陳情理由】 

高等学校における平和教育及び修学旅

行・校外学習は、生徒が命の尊さ、戦争

の悲惨さ、わが国と地域社会が歩んでき

た歴史、国際社会の平和の大切さを学ぶ

重要な教育活動です。高校生は、社会や

政治、国際関係について自ら考え、主権

者として判断力を養う重要な時期にあり

ます。 

平和教育の学習内容が特定の見解に偏

った場合、生徒の歴史認識、社会認識、

主権者としての判断形成に影響を与える

おそれがあります。いわゆる「偏向教育」

との疑念を招くことのないよう、特に平

和教育においては結論ありきの指導を避

け、事実を基にした政治的中立性と、生

徒が多面的・多角的に考え、主体的に判

断できる学びを確保することが重要で

す。 

教育基本法第14条は、政治的教養を尊

重する一方で、学校が特定の政党を支持

し、又は反対するための政治教育その他

政治的活動を行うことを禁じています。 

本陳情を通し、高等学校における平和

教育の政治的中立性や修学旅行・校外学

習の安全管理について点検を求める背景

には、令和８年３月16日、沖縄県名護市

辺野古沖において、修学旅行中の高校生

らが乗船した船舶が転覆し、生徒１名と

船長１名が死亡し、14名が負傷した痛ま

しい事故があります。 

亡くなられた武石知華さんの御遺族

は、事故当日の経過についてインターネ

ット上で公表されています。そこでは、

学校から家族への事故に関する最初の報

告が死亡確認後であったこと、父親が電

話越しに娘の死を知り、「心の叫びが声

にならない」と記されています。保護者

にとって、修学旅行や校外学習は、学校

を信頼して大切な子供を預ける教育活動

であり、その信頼に応えるためにも、十
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分な安全確認と説明責任が求められま

す。 

さらに御遺族は、沖縄や辺野古は、平

和、戦争、命、歴史、基地、国防、日米関

係、地政学などを考えることができる場

所である一方、偏った情報を一方的に与

えるのであれば、それは平和教育とはい

えない趣旨の思いも綴られています。こ

れは、生徒が多様な情報に触れ、多面的

に考える教育であってほしいという保護

者の願いと受け止めるべきです。 

文部科学省は、令和８年４月７日付で

「学校における校外活動の安全確保の徹

底等について（通知）」を発出し、校外

活動の安全性や実施内容の確認、児童生

徒・保護者への十分な説明、学校主体の

安全確保、船舶利用時の許認可事業者の

選定等を求めています。また、大阪府教

育庁は、府立学校及び大阪府知事認可の

私立学校を対象に、過去３年間の国内修

学旅行、宿泊研修について、安全性、実

施内容、事故で船舶を運航していた市民

団体との関わり、教育活動における中立

性等の調査を実施しました。 

なお、辺野古移設反対を呼びかける「辺

野古基金」の賛同団体として、名称上確

認できる教職員組合系団体が各都道府県

あわせて300団体以上確認できます。教育

現場に関係する団体が特定の政治的運動

に賛同している事実は、平和学習や校外

学習における政治的中立性への配慮を改

めて確認する必要性を示すものです。 

以上、貴自治体において、高等学校に

おける平和教育及び修学旅行・校外学習

の政治的中立性、適正性、安全性を確保

するため、下記のとおり陳情いたします。 

【陳情項目】 

①高等学校における平和教育の政治的中

立性に関する基本方針を確認するこ

と。 

  教育基本法第14条の趣旨に沿い、教

師の指導内容、使用教材、外部講師・

語り部・市民団体等の招へい又は関与
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が、特定の政党・政治団体・政治活動

の立場に偏ることのないよう確認する

こと。また、事実を基に諸資料や多様

な情報を活用しながら、生徒が多面的・

多角的に考え、主体的かつ公正に判断

できる平和教育となるよう、教育委員

会としての方針及び学校への指導上の

留意事項を改めて確認すること。 

②保護者への説明責任と修学旅行・校外

学習の安全管理を徹底すること。 

  修学旅行・校外学習の目的、訪問先、

活動内容、移動手段、外部関係者の関

与、安全管理体制について、保護者に

事前に十分説明すること。あわせて、

文部科学省通知の趣旨を踏まえ、行程

及び活動内容に応じた危険性の事前把

握、事業者の安全管理体制の確認、緊

急時対応及び引率体制の徹底を図るこ

と。 

③過去の修学旅行・平和学習等の記録を

確認すること。 

  教育委員会又は学校に保存されてい

る過去３年間の計画書、実施要項、実

施報告等をもとに、主に修学旅行・校

外学習の内容を確認すること。その際、

辺野古周辺の現地視察、抗議活動現場

の訪問、座り込み、船舶利用、関連団

体等の関与などが含まれていなかった

かを確認すること。あわせて、保護者

の視点から見て、政治的中立性又は安

全管理上の懸念が残る行程・教育活動

がなかったかを確認すること。 

④③に基づき懸念が残る事例について

は、必要な実態把握を行うこと。 

  ③により、該当又はその疑いのある

事例が確認された場合は、学校及び関

係者への聞き取りを行うこと。その際、

活動内容、生徒に対する特定の政治的

活動への参加・賛同の働きかけ、安全

管理、保護者説明、政治的中立性への

配慮等について、実態を把握すること。

また、その結果を今後の指導及び改善

に生かすこと。 
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※経営企画委員会にも分割付託しており、枝番を付している。  
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８.６.11 学校園における

感染対策の再構

築と子どもの将

来・地域社会を

守る対策に関す

る陳情 

富山市 

個人 

陳情の内容（趣旨） 

 現在、学校園における新型コロナウイ

ルス感染症対策については、「文部科学

省の通知に沿って適切に対応している」

との説明が繰り返されています。しかし、

文部科学省通知は法令ではなく行政通知

であり、地方自治体が地域の実情や科学

的知見を踏まえて独自の対策を講じるこ

とを妨げるものではありません。また、

本陳情は新たな変異株の出現を前提とし

ているものではありません。令和5年以

降、感染症法上の位置付け変更や対策緩

和が行われましたが、その後も新型コロ

ナウイルス感染症による死亡や罹患後症

状（Long COVID）は継続して発生してい

ます。令和7年（2025年）の人口動態統計

では、新型コロナウイルス感染症による

死亡者数は年間1万人を超え、インフルエ

ンザによる死亡者数を大きく上回りまし

た。一方で、罹患後症状については十分

な統計すら整備されておらず、その実態

は依然として把握されていません。 

 学校園は、多数の児童生徒と教職員が

長時間同じ空間で活動する場であり、エ

アロゾル感染が生じやすい環境です。学

校園で発生した感染は、子どもから家庭

へ、家庭から職場や地域社会へ広がり、

さらに別の家庭を経て再び学校園へ持ち

込まれるという感染ループを形成しま

す。学校園は単なる教育施設ではなく、

地域全体の感染状況に影響を与える重要

な接点となっています。 

また、学校園での感染は児童生徒だけ

の問題ではありません。教職員の感染は

休職や人員不足を招き、教育機能の維持

を困難にします。子どもが感染すれば保

護者は看病や待機のため就業を制限さ

れ、さらに家庭内感染が発生すれば世帯

収入の減少や医療費負担の増加につなが

ります。感染拡大は教育・福祉・医療・

地域経済のすべてに影響を及ぼします。 

 さらに、罹患後症状では持続的倦怠感、

睡眠障害、集中困難、記憶障害、抑うつ
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症状などが報告されており、子どもの学

習や発達、将来の社会参加に影響する可

能性があります。子どもの長期欠席や不

登校、学力低下、精神的問題を議論する

際には、新型コロナ感染や罹患後症状と

の関連可能性も含めて検証する必要があ

ります。 

しかし現在の学校対策は、出席停止や

学級閉鎖など感染拡大後の対応が中心で

あり、感染そのものを未然に防ぐ対策や、

後遺症を含めた長期的影響の把握は十分

とは言えません。また、学校園における

感染実態や後遺症の実態について体系的

な調査も行われていません。 

以上のことから、「国通知に沿ってい

る」という形式的説明の反復ではなく、

学校園における感染実態、後遺症、家庭

負担、教育への影響を科学的に検証し、

自治体として主体的な感染対策を再構築

することを求めます。 

陳情の内容（陳情事項（項目）） 

１.-2 文部科学省の「マスク着用を求め

ないことを基本とする」方針について、

自治体として科学的根拠に基づく再評

価を行い、その撤回または見直しを国

へ要望すること。 

２.-2 「希望者への配慮」にとどまらず、

児童生徒・教職員が安心してマスクを

着用できる環境を確保するとともに、

「外させる」「着用を控えるよう圧力

をかける」などの不適切な指導がない

か実態を調査し、必要な是正措置を講

じること。 

３.-2 国の衛生管理マニュアルの有無に

かかわらず、自治体独自の補完的ガイ

ドラインを策定し、感染状況に応じた

マスク推奨、換気、空気清浄機活用等

について具体的に示すこと。 

４.-2 全ての教室等に二酸化炭素濃度測

定器を整備し、換気状況を継続的に把

握できる体制を構築すること。また、

測定結果を学校運営や感染対策に活用
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すること。 

６.-2 学級閉鎖等の事後対応だけでな

く、欠席率、地域流行状況、校内感染

状況、換気状況等を踏まえた段階的対

策を導入し、感染拡大を未然に抑制す

る仕組みを構築すること。 

８.-2 児童生徒及び保護者に対し、感染

後の健康影響や相談先、支援制度等に

ついて情報提供を強化し、早期支援に

つなげる体制を整備すること。 

９.-2 上記各事項について、「国通知に

沿っている」「国マニュアルが存在す

る」ことのみを理由として検討を終了

するのではなく、地域の実情及び科学

的知見に基づき独自に検証し、その結

果を公表すること。 

※項目１～４、６、８は経営企画委員会に、項目９は経営企画委員会及び厚生環境委員会に

も分割付託しており枝番を付している。 

※項目５は厚生環境委員会に、項目７は経営企画委員会及び厚生環境委員会に分割付託して

いる。  
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８.６.15 杜撰72号  

県公安委員は機

能せず 

富山市八尾町黒

田544-2 

松永 定夫 

１. 陳情の趣旨 

「三権分立(立法・行政・司法の分離)

が必要とされる最大の理由は、 国家権力

の暴走(濫用)を防ぎ、国民の権利と自由

を守るためです。」とAIでも解説してい

るところ、県公安委員会の機能不全は、

国家権力の暴走(濫用)を許すことに成り

かねない故、緊急な対応が不可欠です。 

  

２. 県公安委員会の実態及び経緯 

（１）公安委員会の運営２項[議事]定例

会(富山県公安委員会の運営に関する

規則第３条)では、「公安委員会の権限

に属する事項について審議、決議を行

うほか、事件・事故及び災害の発生状

況と警察の取組、治安情勢とそれを踏

まえた警察の各種施策、組織や人事管

理の状況等について報告を受けます。」

と規定しており、３名の公安委員の内

２名以上の出席と県警本部長等で構成

し、月３回の開催が定義づけられてい

るところ、県民からの苦情申し立てを

10か月以上放置している。 

（２）富山県公安委員会に関する警察法

上の主な規定[権限等]において、79条

で公安委員会に対する苦情申出の受理

等と明記されている所、昨年７月31日

付けで県民からの苦情申し出に対して

未だに回答を得ていません。前年度２

回及び本年度２回の他、県警察相談課

職員に対しても２回の早期回答を求め

るが長期間放置され続けている例から

も、実質的な独立審査機関として機能

していません。 

（３） 公安委員会は、実質的な「名誉職」

化委員の選任プロセスにおいて、警察

に批判的な人物が入りにくく、チェッ

ク機関の独立性が期待されない構図に

成っています。 

例えば、現在ネット上で公安委員の１
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名について過去の職歴は写真と共に紹

介している所、現在の所在は不明であ

り、県警察が囲い込みして県民から同

公安委員への情報を遮断している様に

見える。 

（４） よって、警察本部長等側の職権乱

用に成るおそれや公安委員会委員に係

る怠慢は、任命権者による罷免や議会

の同意に基づく解任などの行政的・政

治的な責任が問われる事になり兼ねな

いことからして、県民がこの茶番劇を

知る事と成り、県公安委員各位の名誉

においても著しく棄損される事にもな

ります。 

  

3. 陳情の要旨 

（１）警察行政による業務放棄が原因で

あれば、監察部門への苦情申し立てや

国家賠償法に基づく損害賠償請求など

の法的・行政的な手段で対抗する事が

出来るとAIで教示している故、是非に

も当事者の県公安委員会及び県警察本

部長等からも苦情申し立てについて回

答を怠り、放置状態である事について

説明頂きたい。 

※項目（２）は議会運営委員会に分割付託している。 
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８.６.18 目の前の県立高

校生の教育条件

を充実させると

ともに、 教職

員の執務環境の

整備等をすすめ

ることを求める

陳情 

富山市千歳町 

１－２－３ 

富山県高等学校

教職員組合 

執行委員長 

中山 洋一 

(陳情の趣旨) 

県政発展のためにご尽力いただいてい

ることに敬意を表します。 

令和７年度の県予算のうち県立高校の

事業費は高校再編の方向性が不透明であ

ることを理由に大きく削減されました 

(令和６年度比で－22%、17億円余の減

額)。令和８年度は前年度比＋16%、10億

円増ですが、一昨年度の水準に戻ってい

ません。 

老朽化がすすむ県立高校校舎の長寿命

化工事は２校が基本設計で計画がストッ

プしたままで、大型建設事業、グラウン

ド整備の予算はゼロです。12年後の将来

構想の検討が優先され、目の前の生徒の

劣悪な教育条件、教職員の不合理な勤務

実態の改善が後回しにされています。 

県立高校現場の厳しい実態が改善され

るよう、予算措置を含め、下記の事項に

ついて早急に必要な対応を取っていただ

くことを陳情します。 

  

(陳情の項目) 

1 老朽校舎の改築・改修、施設・設備の

修繕を進めること。高校再編の方向性

が不透明であるとの理由で、新規の長

寿命化工事、大型建設事業、グラウン

ド整備などを一切行わない対応をただ

ちにやめること。 

2 特別教室のエアコン設置を早期に完了

し、体育館のエアコン設置の時期を前

倒しするとともに、移動式エアコンの

設置を今夏に間に合わせること。 

3 生徒用一人一台端末の保護者負担をな

くすこと。当面、保護者負担をお願い

する場合は、個人負担があること、負

担金額の見込み、各学校のOSの公表時

期と閲覧方法、貸与や補助の要件や補

助額などについて、中学3年の2学期ま

でに中学生・保護者への説明を県教委
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が行うこと。 

4 教室、体育館、運動場、農場のWifi通

信環境を整備すること。 

5 老朽化したプロジェクター、破れたス

クリーンを早急に更新すること。 

6 全教職員に執務用パソコンとタブレッ

トを配備すること。また、タブレット

が老朽化して動かないため授業で使え

ない実態、そもそもタブレットを配備

されていない教員は授業で使いようが

ない実態、ペーパーレスの職員会議で

タブレットを持たない教職員がいる実

態を改善するため、機器を更新し、配

備対象を拡大すること。 

7 デジタル採点ソフトを全県立高校に配

備すること。 

8 教職員50人未満の県立高校に産業医資

格のある健康管理医を配置し、過重負

担の教職員への保健指導ができるよう

にすること。 

9 現在全く支給されず、すべて教職員の

個人負担となっている車利用の出張の

際にかかる高速道路使用料金を支給す

ること。 

10 今年度欠員がさらに２名増えて36名

となっている実習助手を早急に募集す

ること。 

11 中部６県で唯一新採教職員が年度当

初の職員会議に出席できない理不尽な

現状を解消するため、辞令交付式を廃

止し、辞令を赴任校の校長から受け取

るようにすること。 

12 庁内メール便を復活させ、提出物や配

布物の授受のために、教職員を県庁に

呼びつけることをやめること。 

13 給与の誤支給をなくし、旅費の立て替

えをなくすこと。立て替え期間が場合

によっては半年以上にも及ぶ異常な実

態を改善すること。 

14 辞令を採用、任用の日に本人に手渡す

こと。 
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８.６.18 県内どこに住ん

でいても、学習

の機会が保障さ

れるよう、 来

年度の県立高校

募集定員を減ら

さないことを求

める陳情 

富山市千歳町 

１－２－３ 

富山県高等学校

教職員組合 

執行委員長 

中山 洋一 

(陳情の趣旨) 

県政発展のためにご尽力いただいてい

ることに敬意を表します。 

県教委は158学級中48学級(30.4%)にま

で拡充してきた少人数学級を今年度、 一

気に縮小し、31学級減のわずか17学級 (1

0.8%)に後退させました。これによって８

校で、上級生が30人学級や35人学級であ

るのに、１年生が40人学級に逆戻りして

います。これはゆきとどいた教育を願う

生徒・保護者・教職員の声に背を向ける

ものです。これまで行ってきた少人数学

級の検証と評価を全く行うことなく、財

政論を理由に、 わずか２年で少人数学級

拡充の基本路線を投げ捨てたことに強く

抗議します。 

また、県教委は今年度入学生から、学

級編制方針を大きく変更しました。「地

域別の中学卒業予定者数の動向」と「こ

れまでの学級増減の経緯などを踏まえ

る」という方針が削除され、「各学校の

志願者数の推移」のみを唯一の編制基準

に格上げしました。全体の募集率をあら

かじめ設定することをやめ、普通科割合

の目安 (約66%)を示すこともやめまし

た。「(学級減ではなく) 定員減での対応」

は２年で、「年度によって中学校卒業予

定者数が増える学区があっても募集定員

は増やさない」という方針はわずか１年

でなくなりました。 

この結果、募集率は70.8%から73.1%に

上昇したものの学区間の不均衡は解消さ

れず、普通科割合も63.7%に低下した上に

学区間の格差がいっそう広がっていま

す。 住んでいる場所で学びの選択肢に大

きな不均衡が生じています。この不均衡

を解消するためには、段階的な少人数学

級の拡充しか道はありません。1年ごとに

編制方針が変わる県教委の場当たり的な

対応に生徒も学校も翻弄されています。
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通学の手段である公共交通機関の維持が

困難な状況となっており、高校再編全体

の議論も含め、地域バランスを考慮した

学科の配置が求められています。更に、

現在、反映されていない中学校3年生の進

路希望も募集定員に反映するべきです。

 県内どこに住んでいても、学習の機会

が保障されるよう、下記の事項を陳情し

ます。 

  

(陳情の項目) 

1 県内どこに住んでいても学習の機会が

保障されるようにするため、募集定員

割れを理由に、来年度の県立高校募集

定員を減らさないこと。 

2 募集定員をやむを得ず減らす場合は、

学級減ではなく学級定員減で対応する

こと。 

3 現在実施している少人数学級を決して

後退させず、拡充すること。 

4 「各学校の志願者数の推移」のみを唯

一の編制基準として過去４年間の高校

入試倍率を機械的に当てはめる学級編

制方針を抜本的に見直すこと。 

5 中学校３年生の進路希望を募集定員に

反映すること。 

6 県立高校募集定員はあくまで「入学受

け入れ上限人数」であるから、募集定

員割れを殊更に問題視して、募集定員

削減、高校統廃合の口実には絶対しな

いこと。 

7 学区間の募集率の大きな不均衡を速や

かに是正すること。(最高の高岡学区7

6.2% と最低の新川学区の70.7%の格差

は5.5ポイントに及ぶ。) 

8 学区間の普通科割合の大きな不均衡を

速やかに是正すること。(最高の砺波学

区69. 7%と最低の高岡学区59.4%の格

差は10.3ポイントに及ぶ。) 

※項目９～10は、経営企画委員会に分割付託している。 
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12 ８.５.７ 熊の無差別駆除

の即時停止およ

び共生政策の実

施について 

世田谷区 

個人  

 

【陳情理由】 

 私たちは、熊を含む野生動物を無差別

に駆除することに反対し、以下の陳情を

提出いたします。近年、人間による森林

伐採や開発によって、熊たちの生息環境

は著しく破壊されています。ヒノキ・ス

ギ人工林の拡大やメガソーラー建設など

により、熊の住処や食糧が失われ、人里

に降りてくる原因となっています。こう

した状況下で熊たちは、日々を必死に生

き抜いています。 

 しかし現在、子熊や泳いで渡る熊、冬

眠中の熊を含む熊たちを対象に、無差別

な駆除（春熊駆除）が計画されており、

これは倫理的にも、動物福祉の観点から

も許されるものではありません。 

 私たちは、SDGs（持続可能な開発目標）

の理念に則り、熊を殺すのではなく保護

し、野生動物が生き延びる環境を再生す

る努力を求めます。 

 具体的には以下の施策を提案します。 

【陳情項目】 

１．熊を安全に山へ戻す施策の徹底 

２．森林の再生や果実の実る自然環境の

復元 

３．電気柵や境界線の強化による人間と

の共存環境の整備 

４．人間による廃棄物（野菜・果物など）

の一部を利用した共生策の検討 

 

これらにより、人里に降りてくる熊を

減らすとともに、熊を含む野生動物との

共生が可能となります。残酷な駆除では

なく、科学的・倫理的に妥当な方法を用

いることが、地域社会と自然環境の持続

可能性を高めると考えます。 

つきましては、貴議会におかれまして、

「熊の無差別駆除の即時停止と、野生動
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物との共生を目指す政策の検討・実施」

を強く要望いたします。 
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８.６.11 学校園における

感染対策の再構

築と子どもの将

来・地域社会を

守る対策に関す

る陳情 

富山市 

個人 

陳情の内容（趣旨） 

 現在、学校園における新型コロナウイ

ルス感染症対策については、「文部科学

省の通知に沿って適切に対応している」

との説明が繰り返されています。しかし、

文部科学省通知は法令ではなく行政通知

であり、地方自治体が地域の実情や科学

的知見を踏まえて独自の対策を講じるこ

とを妨げるものではありません。また、

本陳情は新たな変異株の出現を前提とし

ているものではありません。令和5年以

降、感染症法上の位置付け変更や対策緩

和が行われましたが、その後も新型コロ

ナウイルス感染症による死亡や罹患後症

状（Long COVID）は継続して発生してい

ます。令和7年（2025年）の人口動態統計

では、新型コロナウイルス感染症による

死亡者数は年間1万人を超え、インフルエ

ンザによる死亡者数を大きく上回りまし

た。一方で、罹患後症状については十分

な統計すら整備されておらず、その実態

は依然として把握されていません。 

 学校園は、多数の児童生徒と教職員が

長時間同じ空間で活動する場であり、エ

アロゾル感染が生じやすい環境です。学

校園で発生した感染は、子どもから家庭

へ、家庭から職場や地域社会へ広がり、

さらに別の家庭を経て再び学校園へ持ち

込まれるという感染ループを形成しま

す。学校園は単なる教育施設ではなく、

地域全体の感染状況に影響を与える重要

な接点となっています。 

また、学校園での感染は児童生徒だけ

の問題ではありません。教職員の感染は

休職や人員不足を招き、教育機能の維持

を困難にします。子どもが感染すれば保

護者は看病や待機のため就業を制限さ

れ、さらに家庭内感染が発生すれば世帯

収入の減少や医療費負担の増加につなが

ります。感染拡大は教育・福祉・医療・

地域経済のすべてに影響を及ぼします。 

 さらに、罹患後症状では持続的倦怠感、

睡眠障害、集中困難、記憶障害、抑うつ
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症状などが報告されており、子どもの学

習や発達、将来の社会参加に影響する可

能性があります。子どもの長期欠席や不

登校、学力低下、精神的問題を議論する

際には、新型コロナ感染や罹患後症状と

の関連可能性も含めて検証する必要があ

ります。 

しかし現在の学校対策は、出席停止や

学級閉鎖など感染拡大後の対応が中心で

あり、感染そのものを未然に防ぐ対策や、

後遺症を含めた長期的影響の把握は十分

とは言えません。また、学校園における

感染実態や後遺症の実態について体系的

な調査も行われていません。 

以上のことから、「国通知に沿ってい

る」という形式的説明の反復ではなく、

学校園における感染実態、後遺症、家庭

負担、教育への影響を科学的に検証し、

自治体として主体的な感染対策を再構築

することを求めます。 

陳情の内容（陳情事項（項目）） 

５. 子ども及び保護者に対し、新型コロ

ナワクチンに関する正確な情報提供を

行うとともに、希望者が経済的理由に

より接種を断念しないよう、接種機会

の確保及び費用負担軽減策を検討する

こと。 

７.-3 学校園における感染歴、長期欠席、

罹患後症状、保護者負担等の実態につ

いて継続的な調査を行い、政策立案の

基礎資料として活用すること。 

９.-3 上記各事項について、「国通知に

沿っている」「国マニュアルが存在す

る」ことのみを理由として検討を終了

するのではなく、地域の実情及び科学

的知見に基づき独自に検証し、その結

果を公表すること。 

※項目１～４、６、８は、経営企画委員会及び教育警務委員会に分割付託している。 

※項目７は経営企画委員会に、項目９は経営企画委員会及び教育警務委員会にも分割付託し

ており枝番を付している。 
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８.６.11 全世代へのワク

チン支援の強化

と、子ども・現

役世代を含む公

平な接種体制に

関する陳情 

富山市 

個人 

陳情の内容（趣旨） 

 新型コロナウイルス感染症は５類移行

後も流行を繰り返しており、現在も我が

国に大きな健康被害と社会的影響をもた

らしています。令和７年の人口動態統計

月報（概数）によれば、新型コロナウイ

ルス感染症による年間死亡者数は21,497

人に達し、同年のインフルエンザ死亡者

数6,838人を大きく上回っています。この

ことは、新型コロナウイルス感染症が現

在も公衆衛生上の重要な課題であること

を示しています。 

一方で、死亡や重症化リスクが高い高

齢者への重点的な対策は極めて重要であ

り、現行の定期接種制度には一定の合理

性があります。しかし、新型コロナウイ

ルス感染症の影響は高齢者だけにとどま

りません。子どもにおいても重症化や死

亡が全くないわけではなく、また年齢を

問わず罹患後症状（Long COVID）が発生

することが知られています。 

特に子どもや現役世代においては、死

亡よりもむしろ後遺症による長期的影響

が深刻です。学業への支障、集中力や認

知機能の低下、慢性的な疲労、就労困難

などは本人のみならず家庭や地域社会に

も影響を及ぼします。学校園での感染拡

大は家庭へ波及し、保護者の就労にも影

響を与えます。さらに医療・福祉・教育・

交通・物流など社会基盤を支える現役世

代の感染や後遺症は、地域経済や社会機

能の維持にも大きく関わります。 

しかしながら、死亡者数については継

続的な統計が整備されている一方、Long

COVIDについては発生状況や社会的影響

を継続的に把握する仕組みが十分整備さ

れていません。そのため、実態が把握さ

れていないことをもって影響が小さいと

判断することはできません。むしろ統計

が不足しているからこそ、子どもや現役

世代への影響を適切に評価するための実

態把握が必要です。また、ワクチン接種
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は重症化予防だけでなく、感染や後遺症

のリスク低減にも寄与することが報告さ

れています。しかし現在の制度は高齢者

を中心に設計されており、それ以外の世

代は高額な自己負担による任意接種が基

本となっています。この結果、希望して

も接種を受けにくい住民が生じることが

懸念されます。 

さらに近年は、新型コロナワクチンに

対する誤情報の拡散や接種控えが、予防

接種全体への不信や忌避につながること

が懸念されています。実際に麻疹ワクチ

ンについては、感染拡大防止に必要とさ

れる95％の接種率を下回る状況が指摘さ

れており、集団免疫の維持が課題となっ

ています。新型コロナワクチンのみを個

別の問題として捉えるのではなく、予防

接種全体への信頼と接種習慣を維持する

ことは、公衆衛生政策上極めて重要です。

 前回の審査においては、「任意接種と

して実施されているため希望者は医療機

関へ問い合わせて接種されたい」「後遺

症については国が調査している」との説

明が繰り返されました。しかし本陳情は、

任意接種制度の存在そのものを問題とし

ているのではありません。接種費用の負

担や情報格差によって実質的な接種機会

に差が生じていること、また県内におけ

る後遺症や家庭負担の実態が十分把握さ

れていないことを問題としているもので

す。 

制度上接種可能であることと、住民が

実際に接種しやすいことは別問題です。

また、国による研究が存在することと、

県内の実態が把握されていることも別問

題です。これらの論点を混同することな

く、県民の健康と社会機能を守るための

実効性ある施策が求められます。 

本陳情は、高齢者への重症化予防対策

の重要性を認めた上で、これまで十分に

考慮されてこなかった子ども・若年層・

現役世代のLong COVID予防、家庭負担の

軽減、社会機能の維持という観点から、

県として実施可能な施策を求めるもので



陳     情 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

す。 

陳情の内容（陳情事項（項目）） 

本陳情は、予防接種法上の定期接種対

象年齢の変更や、新たな法定接種制度の

創設を求めるものではありません。また、

任意接種制度が存在すること、及び国が

罹患後症状に関する研究を実施している

ことは承知しています。その上で、県と

して実施可能な費用負担軽減、接種機会

の確保、科学的情報提供、県内実態の把

握及び国への制度改善要望を求めるもの

です。 

１. 県独自の費用補助制度の創設・拡充

新型コロナワクチンの接種費用につい

て、年齢にかかわらず補助対象とする制

度を県独自に創設又は拡充すること。特

に子育て世代、現役世代及び複数人の接

種が必要な世帯への負担軽減策を講じる

こと。 

２. 小児・若年層・子育て世代への相談

体制及び情報提供の強化保健所、学校園、

医療機関等と連携し、ワクチンの有効性・

安全性に加え、感染による後遺症リスク

や再感染リスクについて科学的根拠に基

づく情報提供を行うこと。また、保護者

や若年層が相談しやすい体制を整備する

こと。 

３. 社会機能を支える職種への接種支援

医療従事者、介護職員、保育士、学校教

職員、交通・物流従事者等、社会機能維

持に不可欠な職種について、接種機会の

確保及び費用負担軽減を実施すること。

４. 予防接種率維持及びワクチン忌避連

鎖防止対策の実施新型コロナワクチンに

対する誤情報や接種控えが、麻疹・風疹・

インフルエンザ・HPV等の予防接種に波及

しないよう、科学的根拠に基づく広報及

び支援策を実施すること。また、予防接

種全体の接種率維持・向上を目的とした

総合的施策を推進すること。 

５. 感染者・後遺症患者等の実態把握県

内住民を対象とした調査や医療機関との

連携等により、新型コロナ感染後の健康
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影響、罹患後症状（Long COVID）、家庭

負担、就学・就労への影響等の実態把握

を行うこと。また、後遺症については統

計や知見が十分ではないことを踏まえ、

県独自の情報収集や実態調査を行い、施

策立案及び国への制度改善要望に活用す

ること。 

６. 国への制度改善要望の提出子ども・

若年層・現役世代を含む接種費用負担軽

減、Long COVID対策の強化、実態調査の

充実及び科学的知見の収集・情報提供の

強化について、国に対し制度改善を働き

かけること。 
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○議会運営委員会 
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18-2 

 

８.６.15 杜撰72号  

県公安委員は機

能せず 

富山市八尾町黒

田544-2 

松永 定夫 

１. 陳情の趣旨 

「三権分立(立法・行政・司法の分離)

が必要とされる最大の理由は、 国家権力

の暴走(濫用)を防ぎ、国民の権利と自由

を守るためです。」とAIでも解説してい

るところ、県公安委員会の機能不全は、

国家権力の暴走(濫用)を許すことに成り

かねない故、緊急な対応が不可欠です。 

  

２. 県公安委員会の実態及び経緯 

（１）公安委員会の運営２項[議事]定例

会(富山県公安委員会の運営に関する

規則第３条)では、「公安委員会の権限

に属する事項について審議、決議を行

うほか、事件・事故及び災害の発生状

況と警察の取組、治安情勢とそれを踏

まえた警察の各種施策、組織や人事管

理の状況等について報告を受けます。」

と規定しており、３名の公安委員の内

２名以上の出席と県警本部長等で構成

し、月３回の開催が定義づけられてい

るところ、県民からの苦情申し立てを

10か月以上放置している。 

（２）富山県公安委員会に関する警察法

上の主な規定[権限等]において、79条

で公安委員会に対する苦情申出の受理

等と明記されている所、昨年７月31日

付けで県民からの苦情申し出に対して

未だに回答を得ていません。前年度２

回及び本年度２回の他、県警察相談課

職員に対しても２回の早期回答を求め

るが長期間放置され続けている例から

も、実質的な独立審査機関として機能

していません。 

（３） 公安委員会は、実質的な「名誉職」

化委員の選任プロセスにおいて、警察

に批判的な人物が入りにくく、チェッ

ク機関の独立性が期待されない構図に

成っています。 

例えば、現在ネット上で公安委員の１
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名について過去の職歴は写真と共に紹

介している所、現在の所在は不明であ

り、県警察が囲い込みして県民から同

公安委員への情報を遮断している様に

見える。 

（４） よって、警察本部長等側の職権乱

用に成るおそれや公安委員会委員に係

る怠慢は、任命権者による罷免や議会

の同意に基づく解任などの行政的・政

治的な責任が問われる事になり兼ねな

いことからして、県民がこの茶番劇を

知る事と成り、県公安委員各位の名誉

においても著しく棄損される事にもな

ります。 

  

3. 陳情の要旨 

（２）（１）の説明や放置理由によって

は、県民から警察に対する「刑事告

訴」及び国家賠償法に基づく提訴に

発展しかねず、県議会、議員各位に

おいても関心を示していただき、警

察行政に対する県民からの苦言代表

として、県民が県議会への信頼が一

層深まる様な働きを求めます。 

※項目（１）は教育警務委員会に分割付託している。 
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19-2 

 

８.６.15 杜撰73号  

県職員は被告訴

人容疑で捜査対

象 

富山市八尾町黒

田544-2 

松永 定夫 

１. 陳情の趣旨 

県庁主要部局の職員に係る情報公開制

度の逸脱は、制度の形骸化から行政一体

の隠ぺいに至り、その結果、富山地方検

察庁、富山県警察捜査２課の捜査に及ぶ。

県職員らは不適切問題を繰り返し、これ

を放置している。不適切な行政運営を隠

蔽、県民の知る権利を阻害する事はもち

ろんであるが、県民から行政への信頼を

取り戻す事が急務な事案でも有る。県文

書法務課、県広報課、県教育委員会企画

課、県警察相談課（告訴状受付待ち）な

ど、情報公開制度に係る制度を逸脱した

不適切事務行為は看過できず、捜査機関

から計４件の内３件受理は、深刻。 

 

２. 県主要関係部局へ捜査機関の介入経

緯 

（１）富山県庁、県警察捜査２課へ告訴

状提出 

県経営管理部法務文書課所管の情報

公開係は、総合窓口として、県の全ての

公文書開示請求窓口になっている所、

昨年度当初の開示請求分の公安委員及

び県警察本部長宛て分請求書を置き忘

れ、これを請求者への開示決定通知が

出来ないから県情報公開窓口は受け取

らない紛争から公文書開示請求者は、

改めて再請求に、県警察へ告訴状提出

に至り、本年３月17日富山県警捜査２

課は富山検察庁へ送致（送検）した旨連

絡を得る。 

同様に開示決定日の15日間を逸脱し

た県広報課（県民の声係）に対して、富

山地方検察庁は昨年12月４日告訴状を

受理。 

引き続いて、県教委企画課の非開示

決定処分は、秘書氏名について「請求に

係る公文書を作成していないため」と

の処分から虚偽公文書作成容疑で、富
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山地方検察庁は本年１月21日付けで告

訴状受理に至る。 

（２）富山県は、職員の不祥事を繰り返

した反省、謝罪もなく、本件内容につ

いて、某ブログ掲載者に対して、県弁

護士を通じて被告人氏名について、カ

スタマーハラスメントに該当するとの

理由から、削除警告を伝える。 

 

３.陳情の要旨 

（２）（１）の説明において、本来は県

議会が把握し請願の取り扱いで処理さ

れるところ、従前、県議会は放棄して

来た反省を頂き、県民から県議会への

信頼が一層深まる様な審議を求めま

す。 

※項目（１）は経営企画委員会に分割付託している。 

  



陳     情 

○議会運営委員会 
 

受理
番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理 
番号 

受 理 
年月日 件  名 提 出 者 要     旨 

25 

 

８.６.18 富山県警察によ

る被害届不受理

と犯罪捜査規範

61条違反に関す

る是正と検証を

求める陳情書 

富山市 

個人 

 

陳情の趣旨  

富山県警察が約10年にわたり、国家公

安委員会規則犯罪捜査規範61条に反して

被害届の受理を拒否してきた疑いがある

ため、県議会として実態調査、 県警への

是正要請、必要な条例・意見書などの検

討を求める。 

陳情の内容(被害届不受理) 

平成25年頃から、旧富山中央警察署に

詐欺被害の相談をしてきましたが、 被害

届不受理。新庁舎になって警務課職員に

複数回相談しましたが、追い返された。

同時期、警務課係長に某巡査部長が書い

たメモを見せました。後に、富山地方検

察庁告訴担当は、「これ1枚で故意が立証

できる」と言っている。 

仕方がないので、平成27年８月25日以

降から富山県警察本部警察相談課にも対

面と電話で被害届の受理をお願いしまし

たが不受理。 

さらに魚津警察署、富山西警察署、射

水警察署などにも伺い、被害内容を申し

出ましたが不受理。 

令和に入り富山南警察署が出来てか

ら、富山中央警察署が相談を拒否するた

め富山南警察署に行き、相談係の職員に

相談してきましたが、受理出来ないの一

点張り。 

  

犯罪捜査規範61条 

「被害の申告があれば、管轄地域を問

わず被害届を受理しなければならない」

と規定しています。しかし、規範の趣旨

に反する運用が長年にわたり行われてい

ると考えられる。実務上明らかにおかし

いので、県として是正措置を講ずる必要

がある。 

 

 


